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令和３年度三重県職業訓練実施計画 

 

令和３年４月１日  

 

三重県  

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  
（ポリテクセンター三重・ポリテクセンター伊勢） 

三重労働局  

 

１ 総説 

（１）計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他経済的環境の変化に対応できる人材の

育成及び職業人生の長期化等の変化の中で誰もが活躍できる社会を実現す

るためには、いくつになっても誰にでも学び直しと新しいチャレンジの機会

を確保するリカレント教育を拡充し、労働者に対して適切な職業能力開発を

行う必要がある。このため、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な

努力を尊重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、職業能力開発促進法（以下「能

開法」という。）第１６条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発

施設（以下「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職業訓練

（能開法第１５条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託

訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」という。）及び職業訓練の実

施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（以下「求職者支援法」と

いう。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練（以

下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十分な

職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計

画期間」という。）中における公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公

的職業訓練」という。）の対象者数等を明確にし、計画的な公的職業訓練の

実施を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。また、

本計画について、国【三重労働局】、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構【ポリテクセンター三重・ポリテクセンター伊勢】及び三重県が一

体となって連携・調整を行い、効率的かつ効果的な公共職業訓練の実施を図

るものとする。 

（２）計画期間 

計画期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 
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（３）計画の改定 

 この計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を

行うものとする。 

 

２ 労働市場の動向と課題等 

（１） 労働市場の動向と課題 

令和３年２月の有効求人倍率（季節調整値）は１．１０倍と前月と同数

値であったが、正社員の有効求人倍率（現数値）は０．８８倍と前年同月よ

りも０．１８ポイント下回るなど、現在の雇用情勢は求人が底堅く推移する

ことで、求人が求職を上回ってはいるが、引き続き雇用情勢に厳しさがみら

れ、今後も、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響により一層注意

する必要がある。 

職業訓練については、こうした雇用情勢を見据えながら、地域における

人手不足分野を踏まえて実施する必要がある。 

また、少子高齢化・人口減少社会が進展する中、働き方改革の推進等を

通じた非正規雇用労働者の処遇改善、長時間労働の是正、人材育成の強化・

人材確保対策・地方創生の推進及び労働者が安全で健康に働くことができる

職場づくりなどにより、労働環境の整備・生産性の向上を図ることが喫緊の

課題である。 

こうした中、就職氷河期世代が抱える固有の課題（希望する就業とのギ

ャップ、実社会での経験不足等）や今後の人材ニーズを踏まえつつ、個々人

の状況に応じた支援が求められている。 

これらの課題等に的確に対応するため、離職者の再就職の実現に資する

職業訓練を実施するとともに、産業界や地域の人材ニーズに合致した多様な

職業能力開発の機会を確保・提供することが重要である。 

 特に、若年者については、完全失業率が年齢計に比べて相対的に高水準で

推移し、ニートである若年者もいまだに多い状況となっている。こうしたこ

とから、地域を支えていく若年者が職業能力を高めることができるよう、若

年者にとって良好な雇用機会の創出やその育成のための施策を重点的に実

施する必要がある。併せて、能開法第１５条の４第１項に規定する職務経歴

等記録書（以下「ジョブ・カード」という。）を活用し、若年者の能力向上

を図り、安定的な雇用への円滑な移行を促進することが重要である。 

また、女性については、出産・子育ての時期にある年齢層の就業率が低

い状況にあり、女性の活躍を促進するため、出産等でキャリアを中断した女

性の再就職を支援することが重要である。 

高齢者については、年齢に関わりなくいつまでも働き続けたいという者

も多い状況にある中で、７０歳までの就業機会の確保に向けて、高齢者就業
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確保措置に係る努力義務を新設したこと等を踏まえ生涯現役社会の実現に

向けて、高齢者の継続雇用や再就職に向けた職業能力開発施策を充実させて

いくことが重要である。 

 

（２）令和２年度における公的職業訓練をめぐる状況 

   令和２年度の職業訓練の受講者数（入校者数）は次のとおりとなってい

る。 

① 公共職業訓練（令和２年１２月３１日時点） 

    ア 離職者訓練 

施設内訓練  機構 ３７９人  県 ８０人 

委託訓練   県  ４１３人 

    イ 在職者訓練 

施設内訓練  機構 ５６３人  県 ２６４人 

外部委託   県    ０人 

    ウ 学卒者訓練   県   ５０人 

    エ 障がい者を対象とした訓練 

       施設内訓練  県    ５人 

       委託訓練   県   ２８人 

 

② 求職者支援訓練（令和２年１２月３１日時点） 

ア 基礎コース  １４人 

イ 実践コース  ８１人 

介護系   ２コース １６人 

医療事務  １コース  ８人 

         その他   ５コース ５７人 

３ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

（１）実施方針 

    三重県内で行われる公的職業訓練（公共職業訓練及び求職者支援訓練）

について、計画的かつ効果的に実施するため一体的な計画のもとに取り

組むとともに、それぞれの訓練は次の方針により実施する。 

離職者訓練については、非正規労働者や自営廃業者、新規学卒未就職

者等の雇用保険の基本手当を受給できない人を含めた求職者のニーズや、

求人状況の把握に努め、雇用のセーフティネットとしての機能が果たせ

るよう必要な訓練機会を提供するとともに、人手不足となっている介護 

・福祉・医療の分野や、中小製造業など地域のニーズを踏まえた人材育

成にかかる訓練の充実を図る。 

在職者訓練については、公共職業能力開発施設における指導員の派遣、
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施設の貸出等の拡充を図るとともに、企業の人材育成支援の充実が求め

られていることから、施設内での能力開発セミナーや外部委託による訓

練を実施する。 

学卒者訓練は、高等学校卒業者等及び第２新卒者等の若年者を対象に

地域のものづくり産業等で活躍できる人材の育成を目指した訓練を実施

する。 

障がい者に対する職業訓練は、施設内においてパソコン操作をはじめ

とした事務能力の習得を目指す訓練を実施するとともに、障がい者の多

様なニーズに対応した委託訓練を積極的に進める。 

求職者支援訓練については、基礎的能力のみを習得する職業訓練（基

礎コース）と、基礎的能力から実践的能力までを一括して習得する職業

訓練（実践コース）を設定する。その際、成長分野、人材不足分野とさ

れている分野・職種に重点を置くとともに、地域における産業の動向及

び求人ニーズを踏まえたものとする。 

育児中の女性等で再就職を目指す者、未就職のまま卒業することとな

った新卒者やコミュニケーション能力等の課題を有する生活困窮者、短

時間労働者等不安定な就労者、就職氷河期世代の者のうち不安定な就労

についている者や無業状態の者など、対象者の特性・ニーズに応じた職

業訓練の設定にも努めることとする。 

なお、公共職業訓練、求職者支援訓練について、オンライン（同時双

方向型）による訓練の実施を可能とする法改正が進められたため、実施

状況や効果等を踏まえながらオンラインによる訓練の実施を推進してい

くこととする。 

 

（２）公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数等 

① 施設内訓練 

   ア 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

ポリテクセンター三重において９科３４２人、ポリテクセンター

伊勢において、７科２７１人の訓練を実施する。 

主としてものづくり分野において、基本となる技能を習得する訓

練や企業実習を組み合わせた訓練を実施する。（訓練期間：４～７か

月） 

就職率は、ポリテクセンター三重において８０，７％ポリテクセ

ンター伊勢において８０％以上を目指す。 

      ・ポリテクセンター三重 ９科３４２人 

【アビリティコース】テクニカルオペレーション科４５人、 
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溶接技術科６０人、電気保全技術科４０人、電気設備技術科６

０人、住宅リフォーム技術科６０人 

【短期デュアルコース】ＣＡＤ/ＮＣ技術科１５人、電気施工

技術科３０人 

【橋渡し訓練】ＣＡＤ/ＮＣ技術科１２人、電気施工技術科２

０人 

      ・ポリテクセンター伊勢 ７科２７１人 

【アビリティコース】機械・ＣＡＤ技術科６０人、ものづく

り溶接科２４人、電気設備技術科６４人、住宅リフォーム技術

科６４人、ものづくりアシスト科３９人 

【橋渡し訓練】住宅リフォーム技術科１０人、電気設備技術 

  科１０人 

機構 計１６科 ６１３人 

 

イ 三重県 

県立津高等技術学校において、施設内訓練７科１４８人（障がい者

を対象とした訓練を除く）の訓練定員を確保する。 

主としてものづくり分野における基礎的な技能を習得するための

訓練を実施する。（訓練期間：５～６か月もしくは１年） 

就職率は７９％を目指す。（対象：１年訓練は令和２年度修了分、

６か月訓練は令和２年度後期及び令和３年度前期修了分） 

       

・津高等技術学校 ７科１４８人 

（新設）ホームコーデ科４０人、パソコンＣＡＤ科２０人、

住宅サービス科２０人、オフィスビジネス科３０人、金属成

形科（主に外国人対象）２０人、（新設）マルチスキルワー

ク科８人、建築施工科１０人 

 

② 委託訓練 

県が実施する委託訓練は、パソコン・事務、介護、保育、栄養士、医

療事務、その他の各分野で実施する。（訓練期間：２年もしくは３～４か

月） 

就職率は８０％を目指す。（対象：２年訓練は令和２年度修了分、３か

月訓練は令和３年１月から同年１２月修了分） 

・津高等技術学校 ７８７人【令和 3年度に開始する訓練】 

     ア 長期高度人材育成コース(２年）介護福祉士養成科 １９人 

                      保育士養成科  １０人 
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                      栄養士養成科  ５人 

     イ 知識等習得コース（３か月）７２５人 

 

       【分野】 

パソコン・事務分野 ３９５人 

介護分野      １３５人 

         医療事務分野     ９０人 

         その他分野     １０５人 

       【地域】 

         県内各地域に訓練受講機会を提供するため、北勢、鈴亀、

中勢、南勢、伊賀及び紀北・紀南の地区に分けてコースを設

定する。 

 

     ウ 定住外国人向け職業訓練コース  ２８人 

 

（３）公共職業訓練（在職者訓練）の対象者数等 

① 施設内訓練 

ア 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

ポリテクセンター三重及びポリテクセンター伊勢において能力開

発セミナーを実施する。 

      ・ポリテクセンター三重  １，１５５人 

生産技術科５１５人、電子技術科１０人、電気技術科５４０人、

建築科９０人 

      ・ポリテクセンター伊勢 ６４５人 

建築科１５０人、建築設備科１０人、生産技術科３２５人、

制御技術科４０人、電子技術科２０人、電気技術科９０人、メカ

トロニクス技術科１０人 

 

                     機構 計 １，８００人 

 

 イ 三重県 

県では、津高等技術学校において能力開発セミナーを実施する。 

      ・津高等技術学校 ４５６人 

溶接科（ガス溶接７２人・アーク溶接９６人）、     

  玉掛け科１２０人、                     

オーダーメイド（溶接９６人・玉掛け７２人） 
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② 外部委託 

県では、外部委託により在職者向け職業訓練を実施する。 

    ・津高等技術学校 ８０人 

製造管理者育成基礎講座 

 

（４）公共職業訓練（学卒者訓練）の対象者数等 

県では、高等学校卒業者等を対象に地域の産業に貢献する人材を育成

するため学卒者向け職業訓練を実施する。（訓練期間：２年） 

    ・津高等技術学校 ７０人 

      機械制御システム科２０人、電子制御情報科１５人、自動車技

術科２０人、メタルクラフト科１５人 

 

（５）公共職業訓練（障がい者を対象とした訓練）の対象者数等 

① 施設内訓練 

県では、身体障がい者を対象として、パソコン操作をはじめとした事

務能力を習得する訓練を実施する。（訓練期間：１年） 

就職率は８０％を目指す。 

・津高等技術学校 １０人 

ＯＡ事務科 

 

② 委託訓練 

県では、障がい者向け訓練として、障がい者の多様なニーズに対応した

委託訓練を実施する。（訓練期間：３か月） 

就職率は９０％を目指す。 

    ・津高等技術学校 ５５人 

      知識・技能習得訓練コース ３人 

      実践能力習得訓練コース ５２人 

 

（６）求職者支援訓練の対象者数等 

・計画期間（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）においては、

３２１人を上限とする。（うち就職氷河期対策実施分７人以上） 

 雇用保険適用就職率は、基礎コース５８％、実践コース６３％を目

指す。 

・訓練内容としては、基礎的能力のみを習得する職業訓練（基礎コース）

と、基礎的能力から実践的能力までを一括して習得する職業訓練（実践

コース）の割合を「基礎３０％、実践７０％」とする。 
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・訓練認定規模は、以下のとおりとする。 

     基礎コース 訓練認定規模 ９５人 

     （学卒未就職者を主として対象とするものを含む。） 

     実践コース 訓練認定規模 ２２６人 

      介護系    ７０人（うち１５人は地域ニーズ枠） 

      医療事務系  ４３人 

      情報系    ２５人 

      その他    ８８人 

     （各コースとも定員１５名程度までが望ましい。） 

・新規参入枠は、基礎コース、実践コース各３０％とする。ただし、地

域における求人ニーズを踏まえ、実践コースの介護系のうち１５人を地

域ニーズ枠とする。地域ニーズ枠については、実績の有無に関わらず、

すべて新規枠とし、上限値（３０％以内）の別枠とし、県内での介護訓

練受講の機会の確保を図ることとする。 

   ・ある認定単位期間で実績枠に余剰定員が発生した場合は、枠の活用の

ために同一認定単位期間内で、新規枠へ振替えることも可能とする。 

   ・実践コースにおいて設定された訓練分野において、当該訓練分野の訓

練コースが認定されなかった場合の定員は、同一認定単位期間の「そ

の他分野」に振替も可能とする。 

   ・繰越した余剰定員の第３四半期以降における取扱い 

    認定コースの定員数が少なかった場合の繰越し分及び中止となった訓

練コースの繰越分について、第３四半期以降においては、基礎コース

と実践コース間の振替及び実践コースの他分野へ振替を可能とする。 

 

４ 公的職業訓練の実施に当たり公共職業能力開発施設が行うべき事項等 

（１）関係機関との連携 

    県、機構及び労働局のほか労使団体等も参画している三重県地域訓練

協議会や県、機構及び労働局の担当者が参画している三重県地域訓練協

議会ワーキングチームなど定期的な会議の場を活用して公的職業訓練の

一体的な実施計画や実施状況等についての情報共有、意見交換を積極的

に行うとともに、必要に応じて協議や相談が行えるように更なる連携強

化を実施する。 

 

（２）公的職業訓練の受講者の能力及び適性に応じた公的職業訓練の実施 

    職業訓練を希望する人や求職相談を通じて職業訓練が必要であると判

断される人が、必要な職業訓練を受講できるよう、労働局、ハローワー

ク、公共職業能力開発施設が連携して相談への誘導や情報提供に取り組
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む。 

    職業訓練の受講にあたっては、公共職業能力開発施設、労働局・ハロ

ーワークは連携して、職業訓練受講者の就職活動状況の把握に努めると

ともに、ジョブ・カード制度を活用したキャリアコンサルティングの実

施や訓練分野の求人情報の提供、求人開拓など、受講者への積極的な就

職支援を実施する。 


